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(57)【要約】
【課題】本発明は、生き生きした電子装置のページ操作
方法を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明の電子装置のページ操作方法は、タ
ッチスクリーンを有する電子装置に用いられ、ページを
形成して表示するステップと、ユーザーの前記ページに
対する制御操作を受けるステップと、前記制御操作によ
って、前記ページを折り紙に変換するステップと、ユー
ザーの前記ページに対するコマンド操作を受けるステッ
プと、前記コマンド操作を実行するステップと、を備え
る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーンを有する電子装置のページ操作方法であって、
　ページを形成してタッチスクリーンにページを表示するステップと、
　ユーザーの前記ページに対する制御操作をタッチスクリーン上で受けるステップと、
　前記制御操作によって、前記ページを折り紙に変換するステップと、
　ユーザーの前記ページに対するコマンド操作をタッチスクリーン上で受けるステップと
、
　前記コマンド操作を実行するステップと、
　を備えることを特徴とする電子装置のページ操作方法。
【請求項２】
　ユーザーの前記ページに対する制御操作を受けて、前記ページを折り紙に変換するとは
、ユーザーの前記ページの辺縁に対するタッチスクリーン上でドラッグ操作を受けて、前
記ドラッグ操作のリリース位置に基づいて前記ページの一部を折ることを特徴とする請求
項１に記載の電子装置のページ操作方法。　
【請求項３】
　ユーザーの前記ページに対する制御操作を受けて、前記ページを折り紙に変換するとは
、ユーザーの前記ページの辺縁に対するドラッグ操作をタッチスクリーン上で受けて、前
記ドラッグ操作のリリース位置に基づいて前記ページを巻き、前記ページの巻き終了箇所
に対する押圧操作をタッチスクリーン上で受けてから、前記ページを折ることを特徴とす
る請求項１に記載の電子装置のページ操作方法。
【請求項４】
　複数の異なる折り紙実例を備えるサンプルデータベースを読み取るステップと、
　前記制御操作によって、前記サンプルデータベースから最も符合する折り紙実例を探す
ステップと、
　最も符合する折り紙実例の効果図をタッチスクリーンに表示するステップと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の電子装置のページ操作方法。
【請求項５】
　前記ページは、電子メール内容本文ページ又はメッセージ内容本文ページであることを
特徴とする請求項１に記載の電子装置のページ操作方法。
【請求項６】
　ユーザーの前記ページに対するコマンド操作をタッチスクリーン上で受けて前記コマン
ド操作を実行するとは、ユーザーの前記タッチスクリーンに対するスライド操作を受けて
、前記電子メール内容ページ又は前記メッセージ内容ページを送信するか、又はユーザー
の前記タッチスクリーンに対するクリック操作を受けて、前記電子メール内容ページ又は
前記メッセージ内容ページを削除することを特徴とする請求項５に記載の電子装置のペー
ジ操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ページ操作方法に関するものであり、特にタッチスクリーンを有する電子装
置に使用されるページ操作方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　タブレットコンピューター、スマートフォンのようなタッチスクリーンを有する携帯式
電子装置は、電子メール又はメッセージを受信したり送信したりすることができる。電子
メール又はメッセージのインターフェースは、送信、削除などの操作ボタンを備え、ユー
ザーは、このような操作ボタンをクリックすることにより、電子メール又はメッセージを
送信するか削除する。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、従来の電子メール又はメッセージの操作方式は、直感的な操作方式ではない。
【０００４】
　本発明の目的は、前記課題を解決することであり、生き生きした電子装置のページ操作
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る電子装置のページ操作方法は、タッチスクリーンを有する電子装置に用い
られ、ページを形成して表示するステップと、ユーザーの前記ページに対する制御操作を
受けるステップと、前記制御操作によって、前記ページを折り紙に変換するステップと、
ユーザーの前記ページに対するコマンド操作を受けるステップと、前記コマンド操作を実
行するステップと、を備える。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の電子装置のページ操作方法は、生き生きとした直感的な操作が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係る電子装置のブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る電子装置のページ操作方法を実現する機能ブロック図で
ある。
【図３】本発明の実施形態に係る電子装置の操作インターフェースを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る電子装置のページを折り紙に変換する効果図である。
【図５】本発明の実施形態に係る電子装置のページを送信する効果図である。
【図６】本発明の実施形態に係る電子装置のページ操作方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１を参照すると、本発明の実施形態に係る電子装置は、スマートフォン、タブレット
コンピューターのような携帯式電子装置である。前記電子装置は、ＣＰＵ１０と、メイン
メモリー１２と、記憶装置１４と、ディスプレイカード１６と、タッチスクリーン２０と
、Ｉ/Ｏインターフェース２２と、ネットワークカード２４と、を備える。前記記憶装置
１４は、フラッシュメモリであることができ、前記ＣＰＵ１０によって実行されるアプリ
ケーションソフトを格納するために用いられる。
【０００９】
　図２を参照すると、前記電子装置は、ページ操作方法を実現するために、入力判断モジ
ュール４２と、ページ制御モジュール４５と、ページコマンドモジュール４７と、を備え
る。前記ページ制御モジュール４５は、サンプルデータベース４５２に接続される。
【００１０】
　前記入力判断モジュール４２は、ユーザーの前記タッチスクリーン２０に対するスライ
ド、クリックなどの操作を監視し、且つスライド、クリックの座標位置を前記ページ制御
モジュール４５及び前記ページコマンドモジュール４７に伝送する。
【００１１】
　図３及び図４を参照すると、前記ページ制御モジュール４５は、操作インターフェース
５０にページ５１を形成する。本実施形態において、前記操作インターフェース５０は、
電子メールを編集して送信するために用いられる。前記操作インターフェース５０は、受
信者の電子メールアドレス及び送信者の電子メールアドレスを備える。前記ページ５１は
、電子メール本文ページであって、電子メールの内容を編集することができる。前記ペー
ジ制御モジュール４５は、ユーザーの前記ページ５１に対する制御操作をタッチスクリー
ン上で受けて、前記ページ５１を折り紙に変換することができる。具体的に説明すると、
前記ページ５１を折り紙に変換する際、前記ページ制御モジュール４５は、ユーザーが前
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記ページ５１の辺縁に対するドラッグ操作をタッチスクリーン上で受けて、前記ドラッグ
操作のリリース位置に基づいて前記ページ５１の角部を折るか、又は前記ドラッグ操作の
リリース位置に基づいて前記ページ５１を巻き、前記ページ５１の巻き箇所に対する押圧
操作をタッチスクリーン上で受けてから、前記ページ５１を折る。前記サンプルデータベ
ース４５２は、複数の異なる折り紙実例を備え、例えば、飛行機、ハート、紙団などであ
る。前記ページ制御モジュール４５は、前記制御操作によって、前記サンプルデータベー
ス４５２から最も符合する折り紙実例を探して、最も符合する折り紙実例の効果図を表示
する。
【００１２】
　図５を参照すると、前記ページコマンドモジュール４７は、ユーザーの前記ページ５１
に対するコマンド操作をタッチスクリーン上で受けてから、前記コマンド操作を実行する
。前記コマンド操作は、保存、削除などを備える。本実施形態において、前記ページ５１
に対する制御操作を完成してから紙飛行機を形成し、前記ページ５１は制御モードからコ
マンドモードに入り、ユーザーが前記タッチスクリーン２０に対するスライド操作を検出
してから、前記ページ制御モジュール４５は、飛行機が飛行する動画を表示し、前記ペー
ジコマンドモジュール４７は、前記ページ５１の送信コマンドを実行する。他の実施形態
において、ユーザーは自分の気持ちによって、他の折り紙実例を選択することができる。
【００１３】
　図６を参照すると、電子装置のタッチスクリーンをタッチして実現するページ操作方法
は、以下のステップを備える
【００１４】
　ステップＳ７０１：ページ５１を形成してタッチスクリーン上でページを表示する。前
記ページ５１は、電子メール内容本文ページ又はメッセージ内容本文ページである。
【００１５】
　ステップＳ７０３：ユーザーの前記ページ５１に対する制御操作をタッチスクリーン上
で受ける。前記制御操作によって、前記ページ５１を折り紙に変換することができる。前
記ページ５１を折り紙に変換する際、前記ページ制御モジュール４５は、ユーザーが前記
ページ５１の辺縁に対するドラッグ操作をタッチスクリーン上で受けて、前記ドラッグ操
作のリリース位置に基づいて前記ページ５１の角部を折るか、又は前記ドラッグ操作のリ
リース位置に基づいて前記ページ５１を巻き、前記ページ５１の巻き終了箇所に対する押
圧操作を受けてから、前記ページ５１を折る。
【００１６】
　ステップＳ７０５：前記制御操作によって、前記ページ５１を折り紙に変換する。前記
ページ制御モジュール４５は、前記制御操作によって、前記サンプルデータベース４５２
から最も符合する折り紙実例を探して、最も符合する折り目実例の効果図を表示する。
【００１７】
　ステップＳ７０７：ユーザーの前記ページ５１に対するコマンド操作をタッチスクリー
ン上で受ける。ユーザーの前記ページ５１に対するコマンド操作は、ユーザーの前記タッ
チスクリーン２０に対するスライド、クリックなどの操作を備える。
【００１８】
　ステップＳ７０９：前記コマンド操作を実行する。前記コマンド操作は、ファイルの送
信、保存又は削除などの操作である。
【００１９】
　以上、本発明を実施例に基づいて具体的に説明したが、本発明は、上述の実施例に限定
されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々の変更が可能であること
は勿論であって、本発明の技術的範囲は、以下の特許請求の範囲から決まる。
【符号の説明】
【００２０】
　１０　ＣＰＵ
　１２　メインメモリー
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　１４　記憶装置
　１６　ディスプレイカード
　２０　タッチスクリーン
　２２　Ｉ/Ｏインターフェース
　２４　ネットワークカード
　４２　入力判断モジュール
　４５　ページ制御モジュール
　４７　ページコマンドモジュール
　５０　操作インターフェース
　５１　ページ
　４５２　サンプルデータベース

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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